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令和５年神審第６号 

裁    決 

貨物船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

海技免許 三級海技士（航海） 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

  操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人  １人 

 

本件について、当海難審判所は、理事官佐藤雅彦出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年１１月２５日０７時２５分僅か過ぎ 

徳島県橘港 

２ 船舶の要目 
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船 種 船 名 貨物船Ａ       漁船Ｂ 

総 ト ン 数 ７４９トン      ９.７トン 

全 長 ７９.２４メートル 

登 録 長            １３.４１メートル 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関    ディーゼル機関 

出    力 １,４７１キロワット 

漁船法馬力数            １１０ 

３ 事実の経過 

Ａは、令和２年６月に進水し、操舵室前部中央に操舵スタンド、電

子海図システム及びレーダーを、その左舷側にレーダー及びＧＰＳプ

ロッターを、右舷側に機関遠隔操作盤をそれぞれ備えた船尾船橋型の

鋼製貨物船兼砂利運搬船で、ａ受審人ほか３人が乗り組み、空倉のま

ま、船首２.０メートル船尾４.０メートルの喫水をもって、令和３年

１１月２４日０８時００分大分県中津港を発し、橘港に向かった。 

  ところで、Ａの海上試運転成績表（船体部）写によれば、  

６.６ノットの速力で航行中、舵角３５度をとったとき、左旋回では

最大縦距が２１３.５３メートル、最大横距が１７７.８０メートルで、

３６０度回頭するのに４分５３秒を、７.６ノットの速力で航行中、

舵角３５度をとったとき、右旋回では最大縦距が２４１.６１メート

ル、最大横距が１５０.５８メートルで、３６０度回頭するのに４分

４２秒をそれぞれ要し、１１.９ノットの速力で航行中、後進を発令

して船体が停止するまでの航走距離は５８８メートル、その所要時間

は３分４４秒であった。 

また、ａ受審人は、中津港を発航する前に一等航海士及び機関長が

急きょ下船したため、Ａの１日の最長航行時間が「８時間超～１６時

間以下」で、安全最少定員が、甲板部が船長及び一等航海士を含む計
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４人、機関部が機関長及び一等機関士の計２人のところ、甲板部が、

自身及び海技免許を受有せず、甲板部の航海当直部員の認定を受けて

いない甲板員の計２人が、機関部が、五級海技士（機関）の海技免許

を受有する一等機関士及び海技免許を受有せず、機関部の航海当直部

員の認定を受けていない機関員の計２人がそれぞれ乗り組む状況下、

部門間兼務が認められない四級海技士（航海）の海技免許を受有する

一等機関士を船橋航海当直に当て、甲板部、機関部とも有資格者を補

充することなく、中津港を発航したものであった。 

 ａ受審人は、翌２５日０４時２５分橘港東方沖合に至り、時間調整

のため同沖合で錨泊したのち、同港内の着岸予定岸壁に向かうことと

して抜錨し、０７時１０分３海里レンジ及び１海里レンジで、共にヘ

ッドアップ及びオフセンターとした２台のレーダー、ＧＰＳプロッタ

ー及び電子海図システムをそれぞれ作動させ、船首に２人、船尾に１

人の乗組員をそれぞれ配置し、橘港東方沖合を南下することとして発

進した。 

  ａ受審人は、橘港内の徳島県ウルメ島を右舷方に見て南下を続け、

０７時２２分半少し過ぎ橘浦ウルメ島南東方灯標（以下「ウルメ島灯

標」という。）から３０１度（真方位、以下同じ。）３８０メートル

の地点で、針路を２６２度に定め、５.０ノットの速力（対地速力、

以下同じ。）とし、徐々に増速しながら、手動操舵によって進行した。 

  ａ受審人は、０７時２３分僅か過ぎ右舷船首方７５０メートル付近

に、ウルメ島西方沖合で左転して東行するＢを初認し、同船と右舷を

対して航過すると考え、続航した。 

  ａ受審人は、橘港に入航し、０７時２４分僅か過ぎウルメ島灯標か

ら２８４.５度６２０メートルの地点に達し、６.７ノットの速力とな

ったとき、Ｂが右舷船首５１度３３０メートルのところとなり、同船
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がそのままの針路、速力を保持すれば、自船と右舷を対して、約 

２２０メートルの船間距離で無難に航過する態勢であったところ、Ｂ

が自船の前路に向けて右転し、新たな衝突の危険を生じさせたが、Ｂ

とは右舷を対して無難に航過するものと思い、目視で同船の動向を確

認するなど、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかったので、この状

況に気付かず、警告信号を行わず、減速するなど、衝突を避けるため

の措置をとらずに進行した。 

  こうして、ａ受審人は、増速しながら続航中、０７時２４分半僅か

過ぎ右舷船首方至近に自船に接近するＢを認め、機関を全速力後進と

したものの、及ばず、０７時２５分僅か過ぎウルメ島灯標から 

２７８.５度８５０メートルの地点において、Ａは、船首が２５７度

を向き、７.６ノットの速力となったとき、その右舷船首部にＢの船

首が後方から７７度の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力３の西風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあ

たり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船体後部に操舵室を配し、同室前部中央に舵輪及び魚

群探知機を、その左舷側にレーダー及びＧＰＳプロッターを、右舷側

に機関遠隔操縦装置をそれぞれ備えた、瀬戸内海機船船びき網漁業に

探索船兼運搬船として従事するＦＲＰ製漁船で、ｂ受審人ほか１人が

乗り組み、網船２隻と船団を組み、操業の目的で、船首１.２メート

ル船尾２.０メートルの喫水をもって、同月２５日０６時００分徳島

県阿南市椿泊町の係留地を発し、同県富岡港周辺の漁場に向かった。 

  ｂ受審人は、目的の漁場に到着し、甲板員が操舵室で休息するなか、

ＧＰＳプロッター及びノースアップで１.５海里レンジないし３海里

レンジとしたレーダーをそれぞれ作動させ、舵輪後方の椅子に腰掛け

た姿勢で、魚群探知機を見ながら富岡港周辺で魚群探索を行ったもの
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の、魚影を認めなかったことから南下して橘港東方沖合で同探索を続

けていたところ、０７時１２分半左舷船首方１,２００メートル付近

に南下するＡを初認し、同船がウルメ島を右舷方に見て航行した後に

同港の岸壁に向かうことを承知して橘港に入航し、０７時２１分

ウルメ島灯標から３１５度１,４２０メートルの地点で、針路を 

１９１度に定め、機関を回転数毎分１,２００にかけて９.０ノットの

速力とし、手動操舵によって進行した。 

  ｂ受審人は、魚群探索を続けていたところ、０７時２３分僅か過ぎ

ウルメ島灯標から２９１度１,２００メートルの地点に至り、ウルメ

島の南東方沖合で同島の南方沖合に向けて操業を行っている同業の網

船を認め、同船周辺の魚群の有無を確認するために針路を１００度に

転じ、魚群探知機を見ながら同探索を続けた。 

ｂ受審人は、０７時２４分僅か過ぎウルメ島灯標から２９４.５度

９２０メートルの地点に達したとき、Ａが右舷船首３３度３３０メー

トルのところとなり、そのままの針路、速力を保持すれば、同船と右

舷を対して無難に航過する態勢であったが、魚群を探索することに気

をとられ、目視でＡの動向を確認するなど、同船に対する動静監視を

十分に行わなかったので、この状況に気付かず、針路をＡの前路に向

く１８０度に転じ、新たな衝突の危険を生じさせた。 

こうして、ｂ受審人は、同じ針路、速力で続航し、Ｂは、原針路、

原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、Ｂは、船首外

板に破口を伴う擦過傷を生じたが、のち修理された。 

 

 （航法の適用） 

本件は、特別法である港則法が適用される橘港において、いずれも航
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行中のＡとＢが衝突したもので、適用される航法について検討する。 

Ａは、総トン数７４９トンの汽艇等以外の船舶、Ｂは、総トン数 

９.７トンの船舶で汽艇等に該当することから、港則法第１８条第１項

の適用が考えられるが、Ｂが、衝突の１分僅か前に右舷を対して無難に

航過する態勢のＡの前路に向けて右転したことにより、衝突の危険があ

る見合い関係が生じたもので、避航動作、協力動作をそれぞれとる十分

な時間的及び距離的余裕がなかったと認められるので、同項を適用する

ことは相当でない。 

その他、港則法には本件に適用する航法規定がないので、一般法であ

る海上衝突予防法（以下「予防法」という。）が適用されることになる。 

Ｂが、Ａの前路に向けて右転したことにより、互いに進路を横切る態

勢で接近して衝突していることから、予防法第１５条の横切り船の航法

の適用が考えられるが、同条の適用においても、避航動作、協力動作を

それぞれとる十分な時間的及び距離的余裕がなかったと認められるので、

予防法第１５条を適用することは相当でない。 

その他、予防法には本件に適用される航法規定がないことから、同法

第３８条及び第３９条の船員の常務により律するのが相当である。 

  

（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、橘港において、東行中のＢが、動静監視不十分で、無難

に航過する態勢のＡの前路に向けて右転し、新たな衝突の危険を生じさ

せたことによって発生したが、西行中のＡが、動静監視不十分で、警告

信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をな

すものである。 

 ｂ受審人は、橘港において、魚群探索を行いながら航行中、同港東方

沖合で左舷船首方に南下するＡを認めていた場合、同船がウルメ島を右
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舷方に見て航行した後に橘港の岸壁に向かうことを知っていたのだから、

衝突のおそれの有無を判断できるよう、Ａに対する動静監視を十分に行

うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群を探索することに気

をとられ、Ａに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失によ

り、右舷を対して無難に航過する態勢の同船の前路に向けて右転し、新

たな衝突の危険を生じさせて衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷

を生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ受審人は、橘港において、同港内の着岸予定岸壁に向けて航行中、 

橘港東方沖合で右舷船首方に東行するＢを認めていた場合、衝突のおそ

れの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注

意義務があった。しかるに、同人は、Ｂとは右舷を対して無難に航過す

るものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過

失により、Ｂが自船の前路に向けて右転し、新たな衝突の危険を生じさ

せた状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置

をとることもなく進行して衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を

生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

令和５年１０月２４日 

     神戸地方海難審判所 
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         審 判 官  前  田  昭  広 


